
専門家委員会の進め方について 資料２-１

専門家委員会の設置

検討内容

・整備内容

・自然環境の保全方法

・段階的な整備の進め方 等

助言

（地域）

・第一期事業区域の事業スケジュール等
を検討

・専門家委員会での検討内容を基に、整備内
容や段階的な整備のロードマップ等を検討

※基本計画の具体的内容の検討
後も適宜、専門家委員会
の意見を伺う

基本計画の具体的内容の検討

段階的な整備のロードマップ決定

オープンハウス等の開催

検討状況に関するお知らせの配布

希望者への個別訪問の実施

第一期事業区域の説明会等の開催

検討状況に関するお知らせの配布

希望者への個別訪問の実施

地域の方や関係権利者の方などに対し、検討の

進捗に合わせた説明や周知を行い、ご意見を伺

いながら事業を進める。

第一期実施計画の決定

第一期実施計画（素案）の検討

（区）

助言


